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A47G 家庭用具または食卓用具（ブックエ
ンド A47B65/00; ナイフ B26B）　

注
このサブクラスは , ホテル , 化粧室 , 乗物または類似の
ものに同様に用いられる用具であって , 他に分類されな
いものを包含する。　

サブクラス内の索引
................................................装飾用具 1/00-7/00,33/00　

....................................寝具 ; テ－ブル掛け 9/00;11/00　
......................................................食卓用具 19/00-23/00　

サポ－ト , ホルダ－ , 容器 , 用具　
................................................衣服のためのもの 25/00　

............................................家庭用のためのもの 29/00　
................................................................床用織物 27/00　

............................................宗教または祭礼用具 33/00　
........................................................その他の用具 35/00　

  1/00 鏡（手鏡 , ポケット鏡 , またはひげそり
鏡 A45D42/00; 光学的要素としてのもの
G02B5/02）; 絵画用額ぶちまたは類似物
　

                       A 防曇鏡　
                       B 耐蝕鏡　
                       C 装飾鏡　
                       D 照明付鏡　
                       E シ－ト鏡　
                       F 表示部付鏡〔時計 , カレンダ－付〕　
                       G 額皿 , 絵皿　
                       H 色紙 , 短冊掛け　
                       J その他の鏡　
                       Z その他のもの　
  1/00   101 ･掛軸用表具　
                       A 表装方法　
                       B 表示品の着脱　
                       Z その他のもの　
  1/02 ･備品として使われる鏡　
                       A 家具に付設した鏡　
                       B 出窓に付設した鏡　
                       C 照明装置に付設した鏡　
                       D 容器に付設した鏡　
                       E 装飾品に付設した鏡　
                       F 自動車に付設した鏡　
                       G ドアに付設した鏡　
                       H 鏡カバ－ , 幕　
                       J 浴室内に付設した鏡〔洗面品台の付

属品 ,A47K1/00〕　
                       K 音声発生手段に付設した鏡　
                       L 鏡枠　
                       M 支持具に付設した鏡　
                       Z その他のもの　
  1/04 ･･多面鏡　
                       A 背面鏡　
                       B 二面直角鏡　
                       C 鏡の中の鏡　
                       D 三面鏡　
                       Z その他のもの　
  1/06 ･絵画用額ぶち（紙からの製造 B31D）　
                       A 装飾額縁　
                       B 裏板止め具　
                       C 紙製　
                       D 照明付　
                       E 枠体　
                       F 額縁の製造　

1/7

                       G 額縁マツト , 裏板　
                       H 表示物の係止　
                       J 付属装置を有するもの　
                       K 支持具を有するもの　
                       L 他と兼用のもの　
                       M ロ－ル部材を有するもの　
                       Z その他のもの　
  1/08 ･･調節できるもの　
  1/10 ･･額ぶち用コ－ナ－クリップまたはコ－

ナ－接続器具　
                       A L 型金具による連結　
                       Z その他のもの　
  1/12 ･記念メダル , バッジ , または類似物のた

めのフレ－ムまたは入れもの　
  1/14 ･写真立て　
                       A 支持に特徴を有するもの　
                       B  ･スタンドタイプのもの　
                       C 製造〔分解 , 組立〕　
                       D 透明板によつて構成　
                       E 付属装置を有するもの　
                       F 装飾　
                       Z その他のもの　
  1/16 ･絵画 , 鏡 , または類似物をつり下げまた

は支えるための装置　
                       A 鏡の壁面取付　
                       B  ･鏡の壁面取付金具　
                       C 鏡の支持脚による支持　
                       D  ･スタンドタイプの鏡の支持　
                       E  ･･脚の折り畳み　
                       F  ･鏡面が回動するもの　
                       G 取付具付鏡　
                       H 鏡の支持一般　
                       J 掛軸の支持　
                       K 額皿の支持　
                       L 吊り具　
                       M 類似物の壁面取付　
                       N スタンドタイプの類似物支持〔展示

カ－ドの支持具 ,G09F1/10〕　
                       P 類似物支持一般　
                       Z その他のもの　
  1/17 ･･粘着力 , 吸引力または磁力を用いたも

の　
  1/18 ･･絵画吊り用環または類似物　
  1/20 ･･絵画用ホック ;X ホック（一般的に使

われるプラグまたはホック F16B13/00
,F16B45/00）　

  1/21 ･･･締める作用によるもの（一般 F16B2
/00）　

  1/22 ･･ピンプレ－ト　
  1/24 ･･絵画 , 鏡または類似のものを所要の位

置に , 特に傾いた状態に , 調節するた
めの器具　

                       A 傾斜回動軸　
                       Z その他のもの　
  3/00 釘 , ねじまたは類似のものの取り外し可

能な装飾した頭部（特別な形状の取り外
し不可能な釘の頭 F16B15/02, ねじの頭
F16B23/00）　

  5/00 スクリ－ン（シャワ－スクリ－ン A47
K3/30; 開閉シャッタ－ E06B9/02）; 通
風転向装置　

                       A 折り畳み式　
                       B ･アコ－デイオン型　
                       C 吸音 , 防音　
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                       D 付属装置を有するもの　
                       E 吊部材を有するもの　
                       F 衝立の固定　
                       G 組立て , 製造　
                       H 収納部 , 表示部を有するもの　
                       Z その他のもの　
  5/02 ･巻き取り式スクリ－ン　
  5/04 ･防火用スクリ－ン　
  7/00 花立てまたは類似物（衣服につける花立

て A45F5/08）　
                       A 花束の作製具　
                       Z その他のもの　
  7/02 ･植木鉢または切り花を支える装置（植

木鉢または温室の植木鉢台 A01G）　
                       A 花びん , 植木鉢を支える装置　
                       B  ･フエンス , ブロツク塀に取付けられ

たもの　
                       C  ･･クランプ形　
                       D  ･･フツク形　
                       E 付属装置を有するもの　
                       F 他の用途と兼用のもの　
                       G 花を支える装置〔花の支持具 ,A47

H27/00〕　
                       H  ･花びんの入口又は胴部で支えるもの

　
                       J  ･充填部材で支えるもの　
                       Z その他のもの　
  7/03 ･･花びんまたは植木鉢の花を支える針状

クッションまたは針状板　
                       A 剣山　
                       B   ･針の配置　
                       C   ･･支持具　
                       D 剣山修正具　
                       Z その他のもの　
  7/04 ･･花テ－ブル ; 花用スタンドまたはハン

ガ－ , 例 . 花かご（花を育てる時に使
うスタンド A01G）　

                       A スタンドタイプ　
                       B   ･支柱タイプ　
                       C 台 , 敷物　
                       D 吊り下げタイプ　
                       E 壁掛けタイプ　
                       F 花かご　
                       G フラワ－ケ－ス　
                       Z その他のもの　
  7/06 ･･花びん　
                       A 花びん　
                       B   ･支持具を有するもの　
                       C   ･製造　
                       D   ･･天然物利用したもの　
                       E   ･分解可能なもの　
                       Z その他のもの　
  7/07 ･･･花を花びんに入れる装置 , 例 . 切取り

線で穴のあくようにしたカバ－　
  7/08 ･･植木鉢用カバ－　
  9/00 ベッドカバ－ ; 掛けぶとん ; 旅行用毛布 ;

寝具用毛布 ; 寝袋 ; 枕（特にいびきを防
止するために改造されたもの A61F5/56）
　

  9/02 ･ベッド掛け ; 毛布 ; 掛けぶとん [5]　
                       A 掛布団　
                       B  ･充填材　
                       C  ･･羽毛のみ　
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                       D  ･･羽毛と他の混合　
                       E  ･･積層体〔中綿〕　
                       F  ･表皮　
                       G  ･他の機能を有するもの〔電熱による

温度コントロ－ラを含む〕　
                       H  ･ずれ防止具　
                       J 肩布団　
                       K 掛布団カバ－　
                       L  ･窓穴付　
                       M  ･カバ－の取付　
                       N ベツドカバ－　
                       P 敷布　
                       Q  ･敷布の取付　
                       R  ･防水加工　
                       S 襟カバ－　
                       T 夜着 , おくるみ　
                       U 炬燵に適した布団　
                       Z その他のもの　
  9/04 ･･結着用細片（小間物類一般 A44B）　
  9/06 ･旅行用毛布 ; 寝具用毛布　
                       A 毛布　
                       B  ･装飾　
                       C  ･積層　
                       D  ･電気毛布　
                       E  ･･コントロ－ラ－　
                       F  ･･素材　
                       G  ･･構造　
                       H  ･付属装置を有するもの　
                       Z その他のもの　
  9/08 ･寝袋　
                       A 寝袋　
                       B  ･素材　
                       C  ･付属装置を有するもの　
                       Z その他のもの　
  9/10 ･枕（枕入れ A47C21/00）[7]　
                       A 枕（H11.5 新設）　
                       B  ･充填材（H11.5 新設）　
                       C  ･･天然物を利用したもの（H11.5 新

設）　
                       D  ･･･石 , 磁石（H11.5 新設）　
                       E  ･･凹凸部材を用いたもの（H11.5 新

設）　
                       F  ･･粒状物（H11.5 新設）　
                       G  ･･脱臭 , 香料（H11.5 新設）　
                       H  ･台付枕（H11.5 新設）　
                       J  ･枕表皮（H11.5 新設）　
                       K  ･･陶器の駒を用いたもの（H11.5 新

設）　
                       L  ･･竹 , 籐 , 金属枕（H11.5 新設）　
                       M  ･高さ調節 , 折り畳み（H11.5 新設）　
                       N  ･空気枕（H11.5 新設）　
                       P  ･･付属装置を有するもの（H11.5 新

設）　
                       Q  ･･栓（H11.5 新設）　
                       R  ･冷却用（H11.5 新設）　
                       S  ･･空冷 , 水冷（H11.5 新設）　
                       T  ･付属装置を有するもの（H11.5 新設）

　
                       U  ･･振動発生 , 音発生（H11.5 新設）　
                       V  ･特殊な用途 , 兼用のもの（H11.5 新

設）　
                       W 枕カバ－（H11.5 新設）　
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                       X  ･凹凸部材を有するもの（H11.5 新設）
　

                       Y  ･取付（H11.5 新設）　
                       Z その他のもの（H11.5 新設）　
 11/00 テ－ブル掛け　
テ－ブル装置または用具　
 19/00 食器　
                       A 材質に特徴を有するもの　
                       B 装飾に特徴を有するもの　
                       C 加熱・冷却・断熱に特徴を有するもの

　
                       D 蓋に特徴を有するもの〔含 , 密封・も

れ防止〕　
                       E 把手に特徴を有するもの　
                       F 脚 ; 安定支持に特徴を有するもの〔含

, すべり止め〕　
                       G 製造方法に特徴を有するもの　
                       H 積み重ねることに特徴を有するもの　
                       L スプ－ン , はし等の保持部を有するも

の　
                       M 付属品を有するもの , および他のもの

と兼用のもの　
                       N 複数の食器が組み合わされたもの〔含

, セツトになつたもの〕　
                       P 多段に組み合わされたもの　
                       S わん状のもの〔A-P を優先〕　
                       T 舟形のもの〔A-P を優先〕　
                       U 寿司用のもの〔A-P を優先〕　
                       V フル－ツ用のもの〔A-P を優先〕　
                       W フル－ツ等を盛るためのコンポ－ト

〔A-P を優先〕　
                       Z その他のもの　
 19/02 ･大皿 , 銘々皿または類似物　
                       A 材質に特徴を有するもの　
                       B 装飾に特徴を有するもの　
                       C 加熱・冷却・断熱に特徴を有するも

の　
                       D 脚 ; 安定支持に特徴を有するもの

〔含 , すべり止め〕　
                       E 製造方法に特徴を有するもの　
                       F 積み重ねることに特徴を有するもの

　
                       G 回転に特徴を有するもの　
                       H 付属品を有するもの　
                       J ランチ皿〔A-H を優先〕　
                       Z その他のもの　
 19/03 ･･1 回のみ使用できるもの , 例 . 紙製の

もの　
 19/04 ･･分離しうる余分の容器を有する皿　
 19/06 ･･スプ－ン , グラスまたは類似物のため

の一体になっているホルダ－を有する
皿　

 19/08 ･･皿ホルダ－（台所ポット用ホルダ－
A47J45/10）　

 19/10 ･･･テ－ブルに皿を固定させる装置　
 19/12 ･テ－ブルで使う容器またはポット　
                       A 液体調味料容器　
                       B  ･複数の調味料を収納するもの　
                       C  ･･かく拌混合するためのもの〔例 .

ドレツシング容器〕　
                       D  ･吐出装置を有するもの　
                       G  ･蓋に特徴を有するもの〔B-D を優

先〕〔含 , 栓 , 蓋に設けられた注出口
の開閉装置〕　
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                       H  ･注出口に特徴を有するものまたは ,
液垂れへの対応に特徴を有するもの
〔B-D を優先〕　

                       L 粉末調味料容器〔例 . シユガ－ポツ
ト〕　

                       M アイスペ－ル　
                       N 小型ミルク容器〔ミルクピツチヤ－〕

　
                       P 徳利　
                       Z その他のもの　
 19/14 ･･コ－ヒ－ポットまたはティ－ポット

（フイルタ－ , ストレ－ナ A47J31/06）
　

                       A 材質に特徴を有するもの〔K,L を優
先〕　

                       B 装飾に特徴を有するもの〔K,L を優
先〕　

                       C 保温に特徴を有するもの〔K,L を優
先〕　

                       D 蓋に特徴を有するもの〔L を優先〕
　

                       E 把手に特徴を有するもの〔K を優
先〕　

                       F 注出口に特徴を有するものまたは ,
液垂れへの対応に特徴を有するもの
〔K を優先〕　

                       G   ･注出口に蓋を取り付けたもの〔K,L
を優先〕　

                       K 急須　
                       L   ･蓋に特徴を有するもの　
                       Z その他のもの　
 19/16 ･･茶の浸出具（ティ－・インフュ－ザ

－）, 例 . インフュ－ジング・バッグ ,
卵形のインフュ－ザ－（一回だけ使用
できるもの , 例 . 紙製のもの B65D, 例
. 使い捨て容器またはパッケ－ジ A47
G85/804）　

 19/18 ･･ジャム , からしまたは類似物のテ－ブ
ル用容器（石けん容器 A47K5/06）　

                       A チユ－ブ状容器〔除 , 塗布装置のあ
るもの〕　

                       Z その他のもの　
 19/20 ･ティ－ポットまたはコ－ヒ－ポットの

保温カバ－　
 19/22 ･テ－ブルサ－ビスに使われる飲用容器

または受皿（グラスまたは飲用容器の
下敷き A47G23/03）　

                       A 材質に特徴を有するもの　
                       B 装飾に特徴を有するもの〔平面物以

外のものによる装飾は ,S に入れる。〕
　

                       C 加熱・冷却・断熱に特徴を有するも
の　

                       D 蓋に特徴を有するもの〔除 , ストロ
－を有するもの〕　

                       E 把手に特徴を有するもの　
                       F 脚・安定支持に特徴を有するもの

〔含 , すべり止め〕　
                       G 製造方法に特徴を有するもの　
                       H 結露の防止に特徴を有するもの　
                       L 茶葉・つまみ等の収納部を有するも

の , またはフイルタ－を有するもの
　

                       M ストロ－ , 吸い口等飲み易くするた
めのものを有するもの　

                       N 紙製のもの〔P を優先〕　
                       P 組立て , 折りたたみできるもの　
                       Q 蓋と併用のもの　
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                       R 付属品を有するもの　
                       S  ･飲用容器本来の目的とは , 直接関係

のない付属品〔おもちや等〕を有す
るもの　

                       V 受け皿〔A-S を優先〕　
                       W 盃〔A-S を優先〕　
                       Z その他のもの　
 19/23 ･･積み重ね可能なもの　
 19/24 ･塩 , こしょう , 砂糖または類似のものの

振りかけ容器　
 19/26 ･バタ－またはチ－ズを入れる皿または

カバ－で冷却または加熱装置を有しま
たは有しないもの ; 食器容器の保護カ
バ－　

 19/28 ･卵用カップ ; ゆで卵おき器（家事用器
具としての卵おき器 A47J43/14）　

 19/30 ･テ－ブル用具として使われるその他の
容器または装置　

                       A 簀子 , または簀子を有する食品〔例 .
簾 , そば敷〕　

                       Z その他のもの　
 19/32 ･･パン , 巻きパン , 砂糖または類似のも

のを小出しする装置を有する食品容器
; 移動可能なカバ－を有する食品容器
（商店に付属して使われるもの A47F）
　

 19/34 ･･･定量の粉または粉状の食品 , 例 . 砂糖
, を出すもの [2]　

 21/00 食卓用器具（パンくず入れ A47L13/52;
テ－ブルナイフ B26B）　

                       A 食卓用具　
                       B ･ケ－キサ－バ－　
                       C ･串　
                       D ･かく拌具　
                       E ･バタ－塗布器　
                       F ･テイ－パツクの保持具 , 緩具　
                       J 食卓用器具のホルダ－　
                       K ･スプ－ン , フオ－ク等の立て具 , 掛け

具　
                       L ･箸入れ〔含 , 繰出装置の付いたもの〕

　
                       M ･･箸立　
                       N ･･箸箱　
                       P ･･箸置　
                       Q ･ストロ－立 , ストロ－導出器　
                       T スプ－ン , フオ－ク等に共通する柄　
                       U ･装飾のためのもの　
                       V ･特定の機能のための形状 , 構造を有

するもの　
                       Z その他のもの　
 21/02 ･フォ－ク ; 排出器付フォ－ク ; フォ－ク

とスプ－ンが結合したもの ; サラダ用
のもの　

                       A 缶等に保持されたもの　
                       B 排出器の付いたもの　
                       C フオ－ク , スプ－ン , ナイフ等の結合

したもの　
                       Z その他のもの　
 21/04 ･スプ－ン ; ねり菓子用のもの　
                       C 排出器の付いたもの　
                       A 調味料等の付加されたもの　
                       B 缶等に保持されたもの　
                       Z その他のもの　
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 21/06 ･結合したまたは分離したテ－ブルサ－
ビス用器具のセット ; あけ具のついた
カキ用ナイフ ; 骨を取り除くための道
具を有する魚用ナイフ（台所用具 A47
J）　

 21/08 ･片腕の人のための給仕装置　
 21/10 ･砂糖挾み ; アスパラガス挾み ; 他の食品

の挾み具　
                       A 連結箸〔割ばしを含む〕　
                       B 箸　
                       Z その他のもの　
 21/12 ･ようじ入れ　
 21/14 ･ナイフ掛けまたはナイフ立て ; 食器に

付属するテ－ブル用具のホルダ－　
                       A 食器に付属するテ－ブル用具のホル

ダ－〔例 . 皿に取付けるスプ－ンホ
ルダ－ , びん , コツプに取付ける器具
ホルダ－〕　

                       Z その他のもの　
 21/16 ･テ－ブルクロスまたはナプキンのホル

ダ－　
 21/18 ･飲用ストロ－または類似物（治療用の

もの A61J15/00）　
 23/00 他の食卓用具　
                       A かご状の容器 , 盛台　
                       B テ－ブルマツト , お膳掛け　
                       C 食卓用ナプキン　
                       D 食物覆〔含 , 保温のためのもの〕　
                       E ･はい帳　
                       F 調味料容器の載置台 , ホルダ－〔非粒

状食料品容器 ,A47J47/08〕　
                       G ･回転に特徴を有するもの　
                       H 液垂れ防止用具　
                       J マヨネ－ズ立て　
                       K 食器のホルダ－〔洗浄用食器保持具

,A47L17/10〕　
                       Z その他のもの　
 23/02 ･グラスまたはビンのホルダ－　
                       A 袴 , 台 , 脚 , カバ－等〔含 , 保温 , 断

熱のためのもの〕　
                       B 把持するために柄を取付けるための

もの　
                       Z その他のもの　
 23/03 ･グラスまたは飲用容器用の下敷き [2]　
 23/032 ･･紙 , 板または類似物 , 例 . ビ－ル用

マット , で作られたもの　
 23/04 ･食物を冷却または加熱しておく装置の

ある容器（バタ－またはチ－ズ用のも
の A47G19/26）　

 23/06 ･給仕盆（サ－ビステ－ブル A47B31/00）
　

                       A 装飾に特徴を有するもの　
                       B 保温に特徴を有するもの　
                       C 回転に特徴を有するもの　
                       D 取手 , 脚 , 取付具に特徴を有するもの

　
                       E 皿 , グラス , スプ－ン等を有するか ,

その保持具を有するもの　
                       F 付属品を有するもの　
                       Z その他のもの　
 23/08 ･テ－ブル用食物輸送装置 ; 動きうるま

たは回転しうる食物給仕装置　
                       A そうめん流し　
                       Z その他のもの　



家庭用具または食卓用具 ... A47G

 23/10 ･消費された数を計数またはマ－クする
装置（飲料物の分配装置におけるもの
B65D,B67D; 計数一般 G06M）　

 23/12 ･･テ－ブル用食器と結合した消費量計数
器　

 23/14 ･･･下敷きと結合したもの , 例 . グラス用
　

 23/16 ･･･飲用容器またはそのふたと結合した
もの　

家庭用具　
 25/00 衣服と関連して用いられる家庭用具 ; 衣

服 , 帽子または傘のホルダ－（衣装だん
す A47B61/00）[4]　

                       A 履物整理器具　
                       B ･履物方向回転器具　
                       Z その他のもの　
 25/02 ･衣服ホルダ－ ; 衣服吊り装置 ; 衣服ハン

ガ－の部品 ; 衣服リフタ－（衣服また
はス－ツハンガ－ A47G25/14; 錠装置付
き衣服ホルダ－ E05B69/00）[4]　

                       A 衣服リフタ－　
                       B スタンド型衣服吊り装置　
                       C スライドする衣服吊り装置　
                       D ハンガ－吊り下げ棒　
                       Z その他のもの　
 25/06 ･･着物用ホック ; 着物用棚 ; 吊るしうる

または伸ばし得る腕のある外衣支持台
（錠のかかるホックを有するもの E05
B69/02）　

                       A 回動し得るまたは伸し得る腕のある
衣服支持スタンド　

                       Z その他のもの〔着物用フツク , 着物
用ラツク〕　

 25/08 ･･立木 , 壁 , テ－ブルまたは類似のもの
に取り付けられる携帯用衣服ホルダ－
　

 25/10 ･帽子用ホルダ－ ; 帽子用棚　
 25/12 ･ステッキまたは傘用スタンドまたはホ

ルダ－　
                       A 傘用スタンド〔傘は ,A45B11/00〕　
                       B  ･組立式のもの　
                       C  ･折りたたみ式のもの　
                       D  ･･X 字状に折りたたむもの　
                       E  ･スウイング式のもの　
                       F  ･脱水または乾燥のための手段を有す

るもの〔傘の乾燥装置は F26B〕　
                       G 傘の収納筒・袋　
                       H  ･伸縮するもの　
                       J 傘の保持具　
                       K  ･家具〔玄関ドア・ロツカ－下駄箱

等〕に取付けられたもの　
                       L  ･車内用のもの　
                       M  ･乾燥させるためのもの〔傘の乾燥装

置は F26B〕　
                       N 他の用途を有するもの　
                       Z その他のもの　
 25/14 ･衣服ハンガ－ , 例 . ス－ツハンガ－

（A47G25/60 が優先 ; 伸ばし得る衣服ホ
ルダ－のある衣装だんす A47B61/02）
[4]　

 25/16 ･･完全な装備のためのもの（A47G25/40
,A47G25/44 が優先）[4]　

 25/18 ･･二またはそれ以上の類似の衣服用のも
の , 例 . 類似ハンガ－に連結するか ,
または支持する構造のもの [4]　

 25/20 ･･衣服の形を保持する装置を有するもの
[4]　
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 25/22 ･･毛皮製品に特に適合するもの [4]　
 25/24 ･･針金で作られたもの（A47G25/42,A47

G25/46,A47G25/52,A47G25/64,A47G25
/70 が優先）[4]　

 25/26 ･･･衣服のすべり落ちを防止するのに特
に適合するもの , 例 . 非すべり表面を
有するもの（A47G25/30 が優先）[4]
　

 25/28 ･･形状によって特徴づけられたハンガ－
[4]　

                       A 小物入れつきハンガ－　
                       B いす等につけるハンガ－　
                       C 付属具〔鏡 , ブラシ等〕のついたハ

ンガ－　
                       D   ･表示板つきのもの　
                       Z その他のもの〔物干し用ハンガ－

,D06F57/00〕　
 25/30 ･･･衣服のすべり落ちを防止するもの [4]

　
 25/32 ･･･フックの細部を含むもの（A47G25

/34,A47G25/38 が優先）[4]　
                       A 滑り落ち防止手段付きのもの　
                       B    ･ハサミ型のもの　
                       C 複数のフツクを有するもの , フツ

クと把手を有するもの　
                       D ハンガ－本体への取り付けに特徴

のあるもの〔物干し用衣服支持ハ
ンガ－ ,D06F57/00・340〕　

                       Z その他のもの　
 25/34 ･･･一体に形成されたフックとハンガ－

を有するもの（A47G25/36 が優先）
[4]　

 25/36 ･･･材料 , 例 . 紙 , ボ－ル紙 , プラスチッ
ク , ガラス , の選択によって特徴づけ
られるもの [4]　

                       A プラスチツク製　
                       B 紙製　
                       C 空気袋製　
                       D 針金製　
                       Z その他のもの　
 25/38 ････そのためのフック取付け [4]　
 25/40 ･･折りたたみハンガ－ [4]　
                       A 折り曲げ部分が 2 ケ所以下のもの　
                       B 折り曲げ部分が 3 ケ所以上のもの　
                       Z その他のもの　
 25/42 ･･･針金から形成されたもの [4]　
 25/44 ･･摺動ハンガ－ [4]　
                       A 肩巾の調節ができるもの　
                       Z その他のもの　
 25/46 ･･･針金から形成されたもの [4]　
 25/48 ･･クランプ装置または類似のものを有す

る , 例 . ズボンまたはスカ－ト用のハ
ンガ－ [4]　

 25/50 ･･･ズボンまたはスカ－トを支持するた
めのハンガ－に設けられたフック [4]
　

 25/52 ･･･針金から形成されたもの [4]　
 25/54 ･ほこりまたは虫よけ衣服バッグ , 例 . ス

－ツハンガ－を有するもの [4]　
 25/56 ･･着物を挿入する装置 [4]　
 25/58 ･･殺虫剤または防虫用設備を有する虫よ

けバッグ [4]　
 25/60 ･香料または殺虫剤または防虫剤設備を

有するハンガ－ , 例 . 虫よけバッグ内に
備えられるもの [4]　
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 25/62 ･ハンガ－式のズボンまたはスカ－ト伸
張器（熱または蒸気を用いるもの D06
F）[4]　

 25/64 ･･針金製のもの [4]　
 25/66 ･折り目付けまたは広げ装置を有するズ

ボン伸張器（熱または蒸気を適用する
もの D06F）[4]　

 25/68 ･･縦方向に伸すもの [4]　
 25/70 ･･針金製のもの [4]　
 25/72 ･衣服プレス装置（ホットプレス装置ま

たは機械 D06F）[4]　
 25/74 ･ネクタイホルダ－ [4]　
 25/76 ･ネクタイ伸長装置（熱または蒸気を適

用するもの D06F）[4]　
 25/78 ･ネクタイプレス装置 , 例 . 保持装置と組

合わされたもの（ホットプレス装置
D06F）[4]　

 25/80 ･ブ－ツまたは靴を履いたり脱いだりす
るための装置 , 例 . ブ－ツフック ; ブ－
ツ脱ぎ器（靴ボタン付け器 A47G25/92）
[4]　

 25/82 ･･靴べら [4]　
 25/84 ･･靴用ベンチ [4]　
 25/86 ･･･ブ－ツ引張り装置を有するもの [4]　
 25/88 ･･靴またはブ－ツ内へ靴ひもの端をしま

い込むための装置 [4]　
 25/90 ･衣服 , 例 . ストッキングまたはズボン ,

を着たり脱いだりするための家庭用補
助装置 [4]　

 25/92 ･･靴または衿用ボタン付け器 ; ひも通し
; 手袋用フック [4]　

 27/00 床用布帛 ; そのための留め具（織り物
D03D; 不織布 D04H）　

                       A 敷物用治具〔カ－ペツト固定具 ; カ－
ペツトを拡げる装置 ,27/04〕　

                       B 保護カバ－　
                       Z その他のもの　
 27/02 ･カ－ペット ; 階段用の細長いじゅうた

ん ; 枕辺のじゅうたん ; 足用マット
（マット状のくつ拭い A47L23/22）　

                       A 階段用　
                       B 防虫 , 防菌　
                       C 帯電防止　
                       D カ－ペツト用糸　
                       E 基布　
                       F 暖房用カ－ペツト　
                       Z その他のもの　
 27/02   101 ･･構造に特徴を有するもの　
                       A 床用カ－ペツト　
                       B 玄関マツト　
                       C 特殊な用途の敷物　
                       D 芝状マツト　
                       E こたつ敷　
                       F レジヤ－シ－ト　
                       G 古タイヤを利用したもの　
                       H 音の出るもの　
                       Z その他のもの　
 27/02   102 ･･･積層に特徴を有するもの　
 27/02   103 ･･･内部に特徴を有するもの　
                       A 特殊の器物を有するもの　
                       B    ･発熱体を有するもの〔発熱素子を

布状物で包むもの ,H05B3/20・
322〕　

                       Z その他のもの　
 27/02   104 ･･･縁部に特徴を有するもの　
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 27/02   105 ･･･チユ－ブマツト　
 27/02   106 ･･･小片の連結に特徴を有するもの　
                       A 連結部を有するもの　
                       B カ－ペツト連結具　
                       Z その他のもの　
 27/02   107 ･･外面形状に特徴を有するもの　
 27/02   108 ･･･表面に特徴を有するもの　
 27/02   109 ･･･裏面に特徴を有するもの　
 27/02   110 ･･構造と外面形状の両方に特徴を有する

もの ; 構造と外面形状との組合せに特
徴を有するもの　

 27/04 ･カ－ペット固定具 ; カ－ペットを拡げ
る装置　

                       A カ－ペツトの固定　
                       B 敷物移動防止用シ－ト　
                       C カ－ペツトを拡げる装置　
                       Z その他のもの　
 27/06 ･階段敷物押え ; 階段敷物押え固定具

（カ－テン押え A47H1/02）　
 29/00 グル－プ A47G1/00-A47G27/00 または

A47G33/00 に分類されない家庭用サポ
－ト , ホルダ－または容器（台所用具の
ためのもの A47J45/00, タオル乾燥用 A47
K10/04; ベッド , 上衣または類似物を虫
干しするためのスタンド , 棚または類似
物 , 着物乾燥装置 D06F57/00）　

                       A 保持具〔吊り下げ具 , フツクを除く〕
　

                       B 吊り下げ具　
                       C フツク　
                       D 保持具の取付け　
                       E ･貼着による保持具　
                       F ･載置〔かもい , テ－ブル等に載置す

るもの〕による保持具　
                       G ･挟持による保持具　
                       H ･くぎ , ビス等の打ち込み , ねじ込みに

よる保持具　
                       J ･磁着による保持具　
                       K ･吸着による保持具　
                       L ･壁面等に取り付けられた基台にフツ

ク等の保持具が組み合わされたもの
　

                       M ･摺動自在に取付けられた保持具　
                       N ･収納自在に取付けられた保持具　
                       P ･直線の基台に取付けられた保持具　
                       Q 平面的な広がりをもつた支持具　
                       R ･壁かけタイプの支持具　
                       S ･支持タイプの支持具　
                       T ･パイプを組んだ支持具〔含 , 衣桁タ

イプ〕　
                       U ハンガ－ボ－ド　
                       V ･ハンガ－ボ－ドの取り付け　
                       W ･ハンガ－ボ－ド用の保持具 , 保持具

の取り付け　
                       X ･･フツク , フツクの取り付け　
                       Z その他のもの　
 29/02 ･壁板（棚 A47B）; そのための支持腕ま

たは支持かすがい　
 29/06 ･紙入れかご（ゴミ容器 B65F1/00）　
 29/08 ･個人的に使われる品物のためのホルダ

－一般 , 例 . ブラシ用のもの　
 29/087 ･家庭用具または類似物をテ－ブル , 壁

または類似物に固定する装置 [4]　
 29/093 ･容器をテ－ブルまたは類似物に固定す

る装置 [4]　
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 29/10 ･キ－ホルダ－ ; キ－ボ－ド（キ－ケ－
ス A45C11/32）　

                       A キ－ホルダ－及びキ－ホルダ－の付
属品　

                       B キ－ホルダ－の連結 , 係合に特徴の
あるもの　

                       C キ－ボ－ド , キ－ボ－ドの保管庫　
                       D ホテル等のキ－ , キ－タツグの保管

　
                       Z その他のもの　
 29/12 ･郵便または新聞受け容器 , 例 . 郵便箱 ;

郵便または新聞の取り出し用ドア－ま
たは類似物の開口部（A47G29/14 が優
先 ; 建造物の郵便用のシュ－ト B65G11
/04）[1,8]　

                       A ドア等に取付けられたもの　
                       B 門柱 , ブロツク壁に設けられたもの

　
                       C 支柱上に設けられたもの　
                       D 集合住宅用のもの　
                       Z その他のもの　
 29/122 ･･一部 , 細部または付属物 , 例 . シグナ

ル装置 , ランプ , 伝言伝達装置　
                       A シグナル装置を有するもの　
                       B   ･投函を報知するもの　
                       C 伝言伝達装置を有するもの　
                       D 取付けに特徴を有するもの　
                       Z その他のもの　
 29/124 ･･･内容物無断取出防止装置　
 29/126 ･･･受口用のふた　
 29/14 ･食物 , 例 . 朝食 , ミルク , のための受け

容器 ; 受け入れられた物の無断取出し
防止装置を有する , 大型小包用の類似
の容器 [1,8]　

 29/16 ･･郵便箱との結合　
 29/18 ･･ドア－または窓の付近のビンを保持す

るための留め金装置（無断取出防止用
のもの A47G29/24）　

 29/20 ･･受け入れられた物の無断取出を防止す
る装置を有するもの　

 29/22 ･･･回転または往復動のできる部分を有
するもの　

 29/24 ･･･ドア－または窓の付近のビンを保持
するための留め金装置　

 29/26 ････ドア－または窓を開いた時のみビン
を解放する装置　

 29/28 ･･･家の内側の物受およびドア－ , 壁ま
たは類似物を通す配達管または類似
物を有するもの , 例 . ミルク配達用の
もの　

 29/30 ･･付属物 , 例 . シグナル装置 , ランプ , 伝
言を送るための装置　

 33/00 家庭用 , または一般用の宗教用具または
祭礼用具　

                       A 仏像　
                       B 喪章 , 葬祭用紋章　
                       C 焼香用具 , 線香立て　
                       D 灯明　
                       E くす玉 , 破魔矢　
                       F みこし　
                       G 婚礼その他の儀式に用いる用具　
                       H 鯉幟〔旗 , のぼり , それらの装着物は

,G09F17/00, 旗ざおは ,E04H12/32〕　
                       J 御礼 , 御守 , 絵馬　
                       K 神棚 , 仏壇への供え具 , 例えば , 供蜜

模造品 , 供蜜容器 , おみき徳利　
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                       L 仏具〔数珠は ,A44C23/00〕　
                       M 葬祭に用いる容器・ケ－ス・入れ物　
                       N 三宝 , 高杯　
                       P 卒塔婆　
                       Q 慶弔用装飾具　
                       R 位牌　
                       Z その他のもの　
 33/02 ･祭壇 ; 宗教上の神だな ; 聖水入れ ; 十字

架のキリスト像　
                       D 仏壇　
                       E  ･仏壇の扉 , 扉の開閉装置〔除 , 装飾

に関するもの〕　
                       F 納骨堂用仏壇　
                       G 神棚　
                       H 祭壇 , 葬祭用祭壇〔含 , 納骨壇〕　
                       J 雛段　
                       K  ･段状の雛段　
                       L  ･･折たたみできる雛段　
                       M  ･･段が収納できる雛段　
                       Z その他のもの　
 33/04 ･クリスマス・ツリ－（クリスマスツリ

－の照明装置 F21S; ロウソク立て F21
V35/00）[1,7]　

                       A クリスマスツリ－（H11.5 新設）　
                       B クリスマスツリ－用電気照明装置

（H11.5 新設）　
                       Z その他のもの（H11.5 新設）　
 33/06 ･･人造クリスマスツリ－　
 33/08 ･･クリスマスツリ－デコレ－ション　
 33/10 ･･クリスマスツリ－デコレ－ションのた

めの固定装置または留め金　
 33/12 ･･クリスマスツリ－立て　
 35/00 他の家庭用具　
                       A 香炉〔蚊取線香燻煙器 ,A01M1/20

U//A47G35/00A, 墓地用香炉 ,E04H13
/00J〕　

                       B 台敷 , 置き物台　
                       Z その他のもの　




	  1/00   
	  1/02   
	  1/04   
	  1/06   
	  1/08   
	  1/10   
	  1/12   
	  1/14   
	  1/16   
	  1/17   
	  1/18   
	  1/20   
	  1/21   
	  1/22   
	  1/24   

	  3/00   
	  5/00   
	  5/02   
	  5/04   

	  7/00   
	  7/02   
	  7/03   
	  7/04   
	  7/06   
	  7/07   
	  7/08   

	  9/00   
	  9/02   
	  9/04   
	  9/06   
	  9/08   
	  9/10   

	 11/00   
	 19/00   
	 19/02   
	 19/03   
	 19/04   
	 19/06   
	 19/08   
	 19/10   
	 19/12   
	 19/14   
	 19/16   
	 19/18   
	 19/20   
	 19/22   
	 19/23   
	 19/24   
	 19/26   
	 19/28   
	 19/30   
	 19/32   
	 19/34   

	 21/00   
	 21/02   
	 21/04   
	 21/06   
	 21/08   
	 21/10   
	 21/12   
	 21/14   
	 21/16   
	 21/18   

	 23/00   
	 23/02   
	 23/03   
	 23/032  
	 23/04   
	 23/06   
	 23/08   
	 23/10   
	 23/12   
	 23/14   
	 23/16   

	 25/00   
	 25/02   
	 25/06   
	 25/08   
	 25/10   
	 25/12   
	 25/14   
	 25/16   
	 25/18   
	 25/20   
	 25/22   
	 25/24   
	 25/26   
	 25/28   
	 25/30   
	 25/32   
	 25/34   
	 25/36   
	 25/38   
	 25/40   
	 25/42   
	 25/44   
	 25/46   
	 25/48   
	 25/50   
	 25/52   
	 25/54   
	 25/56   
	 25/58   
	 25/60   
	 25/62   
	 25/64   
	 25/66   
	 25/68   
	 25/70   
	 25/72   
	 25/74   
	 25/76   
	 25/78   
	 25/80   
	 25/82   
	 25/84   
	 25/86   
	 25/88   
	 25/90   
	 25/92   

	 27/00   
	 27/02   
	 27/04   
	 27/06   

	 29/00   
	 29/02   
	 29/06   
	 29/08   
	 29/087  
	 29/093  
	 29/10   
	 29/12   
	 29/122  
	 29/124  
	 29/126  
	 29/14   
	 29/16   
	 29/18   
	 29/20   
	 29/22   
	 29/24   
	 29/26   
	 29/28   
	 29/30   

	 33/00   
	 33/02   
	 33/04   
	 33/06   
	 33/08   
	 33/10   
	 33/12   

	 35/00   

